
１．件名：島根原子力発電所２号炉の新規制基準適合性審査に関する面談につ

いて 

 
２．日時：令和元年１０月３日（木）１１時５０分～１２時２０分 

 

３．場所：原子力規制庁９階耐震会議室 

 

４．出席者 

原子力規制庁 原子力規制部 地震・津波審査部門 

内藤安全規制調整官、田上上席安全審査官、佐口主任安全

審査官、谷主任安全審査官、熊谷安全審査専門職 

中国電力株式会社 山田執行役員 他７名 

 

５．要旨 

 （１）中国電力株式会社から、島根原子力発電所２号炉の新規制基準適合性審

査のうち、火山影響評価の審査に関して、三瓶山（火山）の評価につい

て資料準備状況の説明があった。 

 （２）原子力規制庁側から、中国電力株式会社に以下の点を伝えた。 

・大山火山に関して、噴出規模に関する新知見を踏まえ関西電力株式会社

から本年9月26日に大飯発電所等の設置変更許可申請書等を受理してい

る。島根原子力発電所２号炉の火山影響評価の審査の進め方については、

今後の関西電力株式会社の審査の進め方も考慮する必要がある。

 （３）中国電力株式会社から、上記内容について了解した旨の回答があった。

 

６．提出資料 

 なし 


